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1.はじめに 

1.1 計画策定の経緯 
名古屋市の公共土木施設の維持管理は、点検データや補修履歴等のデータが部分

的にしか蓄積されていない状況の中で、損傷してから修繕する事後保全的管理を⾏
ってきた。 

このような状況を踏まえ、平成 16 年度から平成 18 年度において、「対象施設」
に対して分析や点検を始めとする各種取り組みを実施し、平成 17 年度に「公共土
木施設の最適維持管理計画（アセットマネジメント）基本⽅針の策定」を⾏い、今
後これまで以上に効率的でより適正な維持・更新を⾏うため、施設毎に最適な維持
管理計画を作成し、これに基づく管理を実施していくこととした。 

平成 21 年度に、これらの検討結果を踏襲し、現状の維持管理⼿法から最適な維
持管理⼿法へシフトしていく上での考え⽅や⽬標、⼿順、⽅法等を定め、実現可能
な最適維持管理計画（アセットマネジメント計画）を策定した。 

本計画は、対象施設となる「舗装(幹線道路舗装・生活道路舗装)」についての計
画であり、平成 25 年度に第１回⽬、平成 30 年度に第 2 回⽬、令和 5 年度に第 3
回⽬の計画更新を⾏ったものである。 

 

 
図－1.1 本計画の位置付け（※名古屋市公共施設等総合管理計画 令和 4 年 5 ⽉） 
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1.2 計画の適用範囲 
本計画は、国土交通省が定めた「舗装点検要領（平成 28 年 10 ⽉）」に基づき、

道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 2 条第 1 項に規定する道路における⾞道上
の舗装について適用するものである。 

名古屋市が管理する道路は約 6,300ｋｍであり、市における道路種別の定義は表
－1.1 のとおりとしている。 

 
表－1.1 本計画における道路種別の定義 

種別 定義 
幹線道路 国道、県道、主要市道及び道路幅員が 14.0ｍ以上の一般市道 

広幅員道路 道路幅員が 10.9ｍ以上 14.0ｍ未満の一般市道 
生活道路 道路幅員が 10.9ｍ未満の一般市道 

 

 

図－1.2 適用範囲における道路種別図 
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2.舗装の現状と課題 

2.1 管理道路の現状 

(1)管理延⻑と舗装延⻑ 
表－2.1 名古屋市管理道路について（令和 6 年 3 ⽉現在） 

 幹線道路 生活道路 全体 
管理道路延⻑ 866.7km 5,456.6km 6,323.3km 
管理道路⾯積 1,828.9ha 3,469.3ha 5,298.2ha 
舗装道延⻑ 865.7km 5,321.1km 6,186.8km 
舗装道⾯積 1,826.8ha 3,437.1ha 5,263.9ha 

※広幅員道路は生活道路に含む。 
 

表－2.2 名古屋市管理道路の舗装状況（令和 6 年 3 ⽉現在） 

道路区分 
管理延⻑ 

(m) 
舗装延⻑(m) 舗装率 

(%) AS 舗装 CO 舗装 
国道指定区間外 22,319 16,264 6,055 100.0 

主要県道 149,897 138,747 11,150 100.0 
一般県道 143,320 129,955 13,365 100.0 
主要市道 64,817 33,913 30,904 100.0 
一般市道 5,942,922 5,685,892 120,523 97.7 

計 6,323,275 6,004,771 181,997 97.8 
※名古屋市道路統計 
 

(2)平均交通量 
 

表－2.3 名古屋市管理道路の交通量の状況 

道路区分 平均交通量 
うち⼤型⾞ 

平均交通量 混⼊率 
管理道路全体 21,316 台／日 3,217 台／日 14％ 

うち国道指定区間外 39,941 台／日 11,439 台／日 29％ 
うち主要県道 21,182 台／日 2,706 台／日 13％ 
うち一般県道 14,698 台／日 2,018 台／日 14％ 
うち主要市道 28,991 台／日 4,450 台／日 15％ 

うち一般市道の一部 20,530 台／日 2,510 台／日 12％ 
※令和 3 年度道路交通センサス 
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2.2 舗装道補修費用の現状 
過去 10 年の舗装道補修費用の推移は図－2.1 のとおりであり、幹線道路は約 23

億円〜25億円、生活及び広幅員道路は約17.6億円〜23億円の間で推移している。
令和 1 年度から費用が増加され、現在はその費用を継続している。 

 

 
図－2.1 舗装道補修費用の推移 
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2.3 舗装の現状 

(1)点検の取組状況 
名古屋市においては、公的機関による性能確認試験に合格した路⾯性状⾃動測

定装置により、ひび割れ率、わだち掘れ量、平たん性を平成 22 年度から点検し
ている。詳細については、表－2.4 に示すとおりである。 

 
表－2.4 舗装点検の状況 

種別 点検年度 内容 

幹線道路 
広幅員道路 

平成 21 年度 最適維持管理計画の策定 
平成 22 年度〜平成 23 年度 対象路線を 2 年で点検実施 

平成 25 年度 最適維持管理計画の⾒直し更新 

平成 26 年度〜平成 29 年度 

土木事務所単位に対象路線を 4 年で点検実施 
H26︓瑞穂区,南区,緑区,天白区 
H27︓熱⽥区,中川区,港区 
H28︓北区,⻄区,中村区,中区 
H29︓千種区,東区,昭和区,守山区,名東区 

平成 30 年度 最適維持管理計画の⾒直し更新 

令和元年度〜令和 4 年度 

土木事務所単位に対象路線を 4 年で点検実施 
R1︓瑞穂区,南区,緑区,天白区 
R2︓熱⽥区,中川区,港区 
R3︓北区,⻄区,中村区,中区 
R4︓千種区,東区,昭和区,守山区,名東区 

令和 5 年度 最適維持管理計画の⾒直し更新 

生活道路 

平成 25 年度 市内全域を対象とする標本抽出⼿法における
サンプル区間を点検実施 

平成 25 年度 最適維持管理計画の⾒直し更新 

平成 25 年度〜平成 29 年度 市内全域を対象とする標本抽出⼿法における
サンプル区間を点検実施 

平成 30 年度 最適維持管理計画の⾒直し更新 
令和 4 年度〜令和 5 年度 AI を用いた「新技術」による点検を実施 

令和 5 年度 最適維持管理計画の⾒直し更新 

※「新技術」とは、ドライブレコーダー等を利用した舗装点検である。 

※日常管理における道路パトロール等による路⾯状況把握を合わせて実施している。 
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 (2)路⾯の評価⼿法 
舗装路⾯の損傷状況は、路⾯性状⾃動測定装置により測定したひび割れ率、わ

だち掘れ量、平たん性と、これら 3 つの指標から計算する MCI（Maintenance 
Control InDex）により把握した。 

MCI は、舗装の劣化形態には様々なものがあり、例えばひび割れ卓越型の劣化
形態やわだち掘れ卓越型の劣化形態が存在するので、「ひび割れ率」や「わだち掘
れ量」といった単独指標のみを用いて劣化形態の異なる舗装を⽐較することが困
難であることから、昭和 56 年に建設省土木研究所が、道路局、地⽅建設局（いず
れも当時）とともに、維持修繕判断を⾏う総合的な指標として開発したものであ
る。 

また、MCI は、道路管理者の視点から異なる劣化形態の路⾯を⾒⽐べて劣化の
程度を点数により評価することを⽬的にしたことから、路⾯性状の主要指標であ
る「ひび割れ率（C）」、「わだち掘れ量（D）」及び「平たん性（σ）」により求めて
いる。 

さらに、MCI は 10 点満点から劣化が進⾏した場合に減点される形式のもので
あり、以下の 4 式のうち、最小値をもって MCI とすることとしている。 

 
    MCI1=10-1.48C0.3 -0.29D0.7 -0.47σ0.2 
    MCI2=10-1.51C0.3 -0.30D0.7 
    MCI3=10-2.23C0.3 
    MCI4=10-0.54D0.7 
      ここで、C=ひび割れ率[%] 
              D=わだち掘れ量[mm] 
              σ=平たん性[mm] 

 

表－2.5 MCI 及び診断区分による維持修繕判定基準 
診断区分 MCI 維持修繕判定基準 

Ⅰ 5.0≦MCI＜10.0 望ましい管理⽔準 
Ⅱ 4.0≦MCI＜ 5.0 修繕することが望ましい 

Ⅲ-1 3.0≦MCI＜ 4.0 修繕が必要 
Ⅲ-2 0.0≦MCI＜ 3.0 早急に修繕が必要 

 

ひび割れ、わだち掘れ、平たん性の各損傷イメージを図－2.2〜2.4 に示す。 
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◆わだち掘れとは︖ 
⾞両通⾏時に⾞輪が通る場所に生じる横断⽅向の凹凸。 
⾛⾏時のハンドル操作への影響や路上に⾬⽔が貯まりやすくなり、⾞両
⾛⾏時に歩⾏者への泥はねが生じる原因となる。 

 

◆ひび割れとは︖ 
路⾯舗装にひびが生じること。 
段差が生じてしまい、⾞両⾛⾏時に揺れを感じることや、舗装材が剥が
れ、ポットホール（穴ぼこ）が発生する原因となる。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－2.2 ひび割れ損傷イメージ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－2.3 わだち掘れ損傷イメージ 
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◆平たん性とは︖ 
ひび割れや補修跡によって生じる縦断⽅向の凹凸。 
乗り心地を悪くしたり、⾞両⾛⾏時に騒音や振動の発生の原因となる。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図－2.4 平たん性(IRI)損傷イメージ 
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(3)現状の舗装状態 
名古屋市管理道路の舗装状態は、図－2.5、図－2.６のとおりである。 
 

＜幹線道路・広幅員道路＞ 
◆平均 MCI は 6.1 以上を維持し、増加傾向にあることから、良好な管理⽔準を

保てていることがわかる。 
◆早急に修繕が必要となる MCI3.0 未満の区間は、現状で管理延⻑の 0.3％程度

である。 

 
図－2.5 現状の舗装状態（幹線道路・広幅員道路） 

 
＜生活道路＞ 

◆平均 MCI は 5.1 となっており、修繕することが望ましい管理⽔準であること
がわかる。 

◆早急に修繕が必要となる MCI3.0 未満の区間は、現状で管理延⻑の 1.5％程度
である。 

 
 

図－2.６ 現状の舗装状態（生活道路） 
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3.舗装の維持管理の基本的な考え⽅ 

3.1 舗装維持管理の基本⽅針 
舗装の個別施設計画の策定にあたっては、診断結果を踏まえ、適切な時期に適切

な措置を⾏うことで、道路舗装の⻑寿命化や舗装の維持修繕費の削減（ライフサイ
クルコストの縮減）を⽬指すものとする。 

その具体的⽅策は、表層の適時適切な修繕により路盤の損傷を防ぐ予防保全型管
理を⾏い、中⻑期にわたる舗装修繕費の平準化を図りつつ早急に修繕が必要な区間
を発生させないように舗装の供用性を維持するものとする。 

 

3.2 管理道路の分類（グループ分け） 
名古屋市における各道路の役割・重要性、舗装損傷に多⼤な影響を与える⼤型⾞

交通量および「舗装点検要領」における道路分類の概念を基に以下のとおり道路を
分類する。 

 

 

図－3.1 道路の分類イメージ 
 

 
 

 

 

 

分類 特性 道路種別

Ａ
・高規格幹線道路　等
　（高速走行など求められるサービス水準が

　　高い道路）

―

Ｂ
・損傷の進行が早い道路　等
　（大型車交通量が多い道路）

道路幅員が２０ｍ以上の国道・県道・市道
又は
交通量区分がＮ５以上の国道・県道・市道

Ｃ１
道路幅員が１４ｍ以上２０ｍ未満の
国道・県道・市道
（交通量区分がＮ５以上を除く）

Ｃ２
道路幅員が１４ｍ未満の
国道・県道・主要市道
（交通量区分がＮ５以上を除く）

Ｃ３
道路幅員が１０．９ｍ以上１４ｍ未満の
一般市道
（交通量区分がＮ５以上を除く）

Ｄ
・生活道路　等
　（損傷の進行が極めて遅く占用工事等の

　　影響がなければ長寿命な道路）

道路幅員が１０．９ｍ未満の一般市道

・損傷の進行が緩やかな道路　等
　（大型車交通量が少ない道路）

イメージ

国

道
主
要
県
道

一
般
県
道

主
要
市
道

一
般
市
道

道路幅員１０．９ｍ

道路幅員１４ｍ

交通量区分Ｎ５以上

道路幅員２０ｍ
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表－3.1 管理道路の分類集計 

道路分類 条件 管理延⻑ 
(km) 

割合 
（％） 

B 
道路幅員が 20ｍ以上の国道、県道、市道 
または⼤型⾞交通量区分 N5 交通以上の国道、県道、
市道 

495 7.8 

C1 道路幅員が 14ｍ以上 20ｍ未満の国道、県道、市道
(⼤型⾞交通量区分 N5 交通以上の道路を除く) 337 5.3 

C2 道路幅員が 14ｍ未満の国道、県道、主要市道 
(⼤型⾞交通量区分 N5 交通以上の道路を除く) 35 0.6 

C3 道路幅員が 10.9ｍ以上 14ｍ未満の一般市道 
(⼤型⾞交通量区分 N5 交通以上の道路を除く) 330 5.2 

D 道路幅員が 10.9ｍ未満の一般市道 5,126 81.1 
合計 6,323 100.0 

 

 

図－3.2 道路の分類図 
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3.3 管理⽬標基準 
道路舗装の管理基準は、点検により得られるひび割れ率、わだち掘れ量、平たん

性から算出する MCI とする。 
MCI による管理⽬標基準は、幹線道路において MCI3.0 未満を発生させないこ

ととする。 
なお、MCI に対するひび割れ率、わだち掘れ量の⽬安は、図－3.3 のとおりであ

る。 
 

 

図－3.3 ひび割れ率とわだち掘れ量による MCI ⽬安 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0 10.0 5.6 4.5 3.8 3.3 2.8 2.4 2.0 1.7 1.4 1.1
5 8.3 5.6 4.5 3.8 3.3 2.8 2.4 2.0 1.7 1.4 1.1

10 7.3 5.5 4.5 3.8 3.3 2.8 2.4 2.0 1.7 1.4 1.1
15 6.4 5.0 4.3 3.8 3.3 2.8 2.4 2.0 1.7 1.4 1.1
20 5.6 4.5 3.8 3.4 3.0 2.7 2.4 2.0 1.7 1.4 1.1
25 4.9 4.1 3.4 3.0 2.6 2.3 2.0 1.7 1.5 1.3 1.1
30 4.2 3.7 3.0 2.6 2.2 1.9 1.6 1.4 1.1 0.9 0.7
35 3.5 3.4 2.7 2.2 1.8 1.5 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4
40 2.9 2.9 2.3 1.8 1.5 1.1 0.9 0.6 0.4 0.2 0.0
45 2.2 2.2 2.0 1.5 1.1 0.8 0.5 0.3 0.1 ー ー
50 1.7 1.7 1.7 1.2 0.8 0.5 0.2 0.0 ー ー ー
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ひび割れ率（％）
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3.4 点検⽅法・点検頻度 
分類 B および C1〜C3 の道路については、管理する土木事務所毎に５年に 1 回

の頻度で⽬視または機器を用いた⼿法によりひび割れ率，わだち掘れ量，平たん性
（IRI）を点検する。分類 D は、ひび割れ率、ＩＲＩを点検する。また、日常管理
における道路パトロール等による路⾯状況把握も合わせて⾏う。 

 

表－3.2 点検⽅法と点検頻度 
道路分類 点検⽅法 点検頻度 

B 

専用⾞による点検 ５年に 1 回 
C1 
C2 
C3 
D 新技術を用いた点検 ５年に 1 回程度 

 

 

図－3.4 調査サイクル図 
 

3.5 使用⽬標年数（分類Ｂの道路） 
過去の修繕実績等を踏まえ、分類Ｂの道路の使用⽬標年数は 10 年とする。 
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3.6 健全性の診断区分 
健全性の診断区分は、調査結果及び劣化予測数値より舗装点検要領(国土交通省 

平成 28 年 10 ⽉)に基づく管理基準値で評価する。 
診断による舗装状態の判定は、路盤以下の層の保護の観点で適切になされるもの

であるが、⼤きくは、Ⅰ（健全），Ⅱ（表層機能保持段階），Ⅲ（修繕段階）の 3 区
分とする。 

 
表－3.3 健全性の診断区分 

道路 
分類 診断区分 状態 ひび割れ率 わだち掘れ ＩＲＩ(※) MCI ⽬安 

B 
C1 
C2 
C3 
D 

Ⅰ 
健全 

損傷レベル小︓ 
管理基準値に照ら

し、劣化の程度が小
さく、 舗装表⾯が
健全な状態である。 

0〜 
20％未満 

0〜 
20 ㎜未満 

0〜 
3 ㎜/m 未満 5.0 以上 

Ⅱ 
表層機能 
保持段階 

損傷レベル中︓ 
管理基準値に照ら

し、劣化の程度が中
程度である。 

20〜 
30％未満 

20〜 
30 ㎜未満 

3〜 
6 ㎜/m 未満

4.0〜 
5.0 未満 

Ⅲ-1 
修繕段階 

損傷レベル⼤︓ 
管理基準値に照ら

し、それを超過して
いる又は早期の超過
が予⾒される状態で
ある。 

30〜 
40％未満 

30〜 
40 ㎜未満 

6〜 
8 ㎜/m 未満

3.0〜 
4.0 未満 

Ⅲ-2 
修繕段階 40％以上 40 ㎜以上 8 ㎜/m 以上 3.0 未満 

※舗装点検要領では、道路分類 A・B は、ひび割れ・わだち掘れ・IRI の３要素で、道
路分類 C・D は、ひび割れ・わだち掘れの２要素で健全性を診断する。 

IRI は、主に⾼速道路で使用されている指標であり、80km/h 程度で⾛⾏したときの
乗り心地を定量化したものである。市の管理道路では該当区間が無いことから、道路分
類 B においてもひび割れ・わだち掘れの２要素で健全性を診断し、IRI については参考
指標とする。 
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表－3.4 診断区分別イメージ（ひび割れ率） 
ひび割れ率 

診断区分Ⅰ 0〜20％未満 

 
診断区分Ⅱ 20〜40％未満 

 
診断区分Ⅲ 40％以上 
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表－3.5 診断区分別イメージ（わだち掘れ） 
わだち掘れ 

診断区分Ⅰ 0〜20 ㎜未満 

 
診断区分Ⅱ 20〜40 ㎜未満 

 
診断区分Ⅲ 40 ㎜以上 
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表－3.6 診断区分別イメージ（ＩＲＩ） 
ＩＲＩ 

診断区分Ⅰ 0〜3 ㎜/m 未満 

 
診断区分Ⅱ 3〜8 ㎜/m 未満 

 
診断区分Ⅲ 8 ㎜/m 以上 
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3.7 診断区分と修繕工法 
診断区分による修繕工法の⽬安は、表－3.7 のとおりとし、診断区分により修繕

工法を選定する。また、修繕時は詳細調査を実施したうえで最適な修繕工法を選定
する。参考として、補修サイクルのイメージを図－3.5 に示す。 

 

表－3.7 診断区分と修繕工法⽬安 
道路 
分類 診断区分 修繕工法⽬安 

B 
C1 
C2 
C3 
D 

Ⅰ 
健全 基本的には修繕の必要なし 

Ⅱ 
表層機能 
保持段階 

⽬地注⼊による舗装の延命措置、表層の切削オーバーレイ、
パッチング等の小規模修繕 

Ⅲ-1 
修繕段階 切削オーバーレイ、表層打換え、 

Ⅲ-2 
修繕段階 路盤を含めた打換え等 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－3.5 補修サイクルイメージ（道路分類 B の場合） 
 
 
 

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ-1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

診
断
区
分

経過年数

診断区分Ⅱ到達
目地注入
5年維持

診断区分Ⅲ到達
切削OL、表層打換え
初期値に回復

診断区分Ⅲ-1 到達 
切削 OL、表層打換え 
初期値に回復 
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4.最適維持管理計画 

4.1 計画期間 
当該個別施設計画の計画期間は 2024 年〜2033 年の 10 年程度とし、5 年を⽬

処に進捗状況を確認して計画の⾒直しを⾏う。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 計画期間内の修繕費用の⾒通し 
今後 100 年間の修繕費をシミュレーションした結果から、計画期間（10 年程

度）における修繕費用の⾒通しは、表－4.1〜4.2 のとおりである。 
 

表－4.1 幹線道路の修繕費用 
種別 細別 修繕費用 

幹線道路 
AS（分類 B、C1、C2） 

27 億円 
CO（分類 B、C1、C2） 

 

表－4.2 生活道路の修繕費用 
種別 細別 修繕費用 

生活道路 
広幅員（分類 C3） 

26 億円 
生活道路（分類 D） 

※なお、修繕費用には舗装修繕時に必要な附帯工事も含む 

 

 

5.対策の優先順位（補修計画の⽅針） 
舗装損傷状況、路線の重要性、交通量等を考慮し補修の優先順位を決定する。 

 

PDCA サイクルの構築 

管理する道路について適切な
管理状態を保つためには、効
率的・効果的な最適維持管理
計画を策定し、PDCA サイク
ルによりモニタリング（路⾯
性状調査等）を実施し、新た
なデータや指標により改善・
⾒直しを⾏い継続的な運用を
図る仕組みが重要である。 

Plan 
最適維持管理計画 

Do 
舗装修繕の実施 

Action 
計画の改善・⾒直し 

Check 
次の点検・評価 
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6.舗装の状態、対策内容、実施時期 

6.1 診断結果 
令和５年度時点の幹線道路・広幅員道路及び生活道路の診断結果は表－6.1 の

とおりである。 
 

表－6.1 診断結果測線⻑と割合 

道路分類 区分Ⅰ 区分Ⅱ 区分Ⅲ-1 区分Ⅲ-2 合計 

B 745.1 km 
(91.6%) 

57.8 km 
(7.1%) 

8.4 km 
(1.0%)

1.8 km
(0.2%) 

813.1 km
(100.0%) 

C1 316.1 km 
(89.6%) 

30.4 km 
(8.6%) 

5.3 km
(1.5%) 

1.1 km
(0.3%) 

352.8 km
(100.0%) 

C2 29.5 km 
(84.8%) 

4.2 km 
(12.2%) 

0.8 km
(2.2%) 

0.3 km
(0.8%) 

34.8 km
(100.0%) 

C3 303.6 km 
(89.8%) 

29.0 km 
(8.6%) 

5.0 km
(1.5%) 

0.4 km
(0.1%) 

338.0 km
(100.0%) 

D 2010.8km 
(44.2%) 

1892.7km 
(41.6%) 

583.3 km
(12.8%) 

64.2 km
(1.4%)

4551.0km
(100.0%)
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図－6.1 道路分類毎の診断区分別割合（幹線道路） 
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図－6.2 道路分類毎の診断区分別割合（生活道路） 
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6.2 対策内容と実施時期 
診断結果に基づき、2024 年度から 5 年間で対策が必要な箇所を抽出し、計画

的な維持管理を実施する。 


